
項番 項目 ご意見 回答又は西区の考え方 回答担当課

1
予算策定に

ついて

・地域コミュニティの活性化に多くの予算がついています。
　地域活動協議会の補助金について、地域の皆さんが関心を持てる
よう、もう少し使途や成果などが分かる形で共有していただけたら嬉
しいなと感じています。
　特に、どのような目的で、どんな成果があったのかといった点を知る
ことで、今後の地域づくりにも参考になりますし、参加のきっかけにも
なると思います。
　もし可能であれば、予算の概要や実績報告などを区政会議などで
少しご紹介いただける機会があるとありがたいです。

・各地域活動協議会の補助金の使途については、大阪市での取り扱いにより、地域活動
協議会ごとに事業計画・報告、収支予算・決算を区役所のホームページ(以下「HP」)にて
公表しております。また、地域活動協議会の活動状況・イベント等の事前告知について
は、広報紙はもとよりHPやSNSにおきましても周知に取り組んでいるところです。
・さらに、区役所やまちづくりセンターの支援等により、各地域活動協議会自らがHPや
SNSにおきましてイベント告知等様々な周知に取り組んでいます。
・今回いただきましたご意見を踏まえ、区政会議委員のみなさまにも地域活動協議会の
予算概要等の情報を共有するため資料を作成いたしました(別紙参照)。

地域
支援

2 自由意見

・最近、地域の小学生や保護者の方から、子どもが自由に安心して
遊べる場所が少ないという声をよく聞きます。
　特に、雨の日や猛暑日など、外での遊びが難しい時期には、子ども
だけで行ける屋内の遊び場がほとんどないことが課題に感じられま
す。　未就園児の室内で遊べる広場は大変充実していると感じます
が、幼稚園、小学校、中学校の子どもたちの居場所が少なく感じま
す。
　公園など屋外施設はあるものの、ボール遊びが制限されていたり、
天候の影響を受けやすかったりするため、気軽に立ち寄れて、安全
に遊べる「屋内の居場所」や「自由に使える室内スペース」のような環
境が求められていると思います。
　そこで例えば、学校施設の活用や地域会館の一部開放など、天候
に左右されない子どもの遊び場のあり方についても、今後ご検討い
ただけるとありがたいです。
　子どもたちが笑顔で安心して過ごせる場所が地域にあることは、保
護者の安心にもつながりますし、地域全体の活力にもなると考えてい
ます。

・地域の子どもたちが「安心して自由に遊べる場所が少ない」とのご意見については、西
区としても重要な課題であると認識しております。
　現在、西区では、スポーツ基本法の趣旨に基づき、地域コミュニティの発展に寄与する
ことを目的として「西区学校体育施設開放事業」を実施しています。
　この事業では、地域の団体等が学校の体育館や運動場を活用し、定期的なスポーツ活
動を通じて健康の増進や世代間交流を図るなど、児童・生徒をはじめ地域の皆さまにご
利用いただいております。
　ただし、本事業はスポーツ活動を目的としたものであり、子どもたちが自由に遊ぶため
の「常設的な屋内スペース」としての活用は想定されておりません。
・一方で、地域集会施設につきましては、地域により維持管理等運営をいただいておりま
して、区役所で把握しております状況は、未就学児等の「子育てサロン」におきましては開
放されておりますが、区内の各集会施設につきましては、スペース的な観点や安全管理
等の観点からも地域会館での展開は難しいと考えます。
・スペースの確保や、取組の運営母体といった課題もあるため、様々なアイディアをいた
だきたいと考えております。

総務
（教育）／
地域支援

3 自由意見

・九条東小学校の跡地は、西区にとって重要な財産なので、活用方
法については、さまざまな世代、立場の人が意見を出し合い、商業的
な活用にとどまらず、地域コミュニティのハブとなるような使い方がで
きるようにしていただけると嬉しいです。ぜひ区政会議でも活用につ
いて取り上げていただきたいと思います。また、区政会議だけでなく、
九条東小学校と周辺地域を大切に思う人たちにとって、開かれた話し
合いの場を作っていただくことを希望しております。

・九条東小学校の跡地については、九条東地域活動協議会が推薦される方を中心に、学
識経験者も含めて構成される「再編整備後の九条東小学校校地活用検討会議」におい
て活用方法を検討しているところです。また、その検討の経過等については区役所の
ホームページでも広く公開しております。
　いただきましたご意見を踏まえ、今後同会議において話し合いの進め方等についても
協議してまいります。

総務
（事業調

整）
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